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札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

第１条　札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１９

年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

⑴　第４条第１項の表を次のように改める。 

号俸 給料月額 

 円 

１ ４０５，０００ 

２ ４５５，０００ 

３ ５０８，０００ 

４ ５７４，０００ 

５ ６５５，０００ 

６ ７６５，０００ 

７ ８９３，０００ 

⑵　第５条第２項及び第５条の２第２項中「１００分の１２５」を「１００分の

１２７．５」に、「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００

分の１０５」を「１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１

００分の９０」に改める。 

第２条　札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項及び第５条の２第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分

の１２６．２５」に、「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、



「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９

０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

附　則 

（施行期日等） 

１　この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年条例第　

　号）の施行の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

２　第１条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）第４条第１項の規定

は令和７年４月１日から、改正後の任期付職員条例第５条第２項及び第５条の２

第２項の規定は同年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３　改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定

に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払

とみなす。 

 

（理　由） 

　本市人事委員会の勧告等を考慮して、本市の一般職の任期付職員の給料表の改定

を行うとともに、期末手当及び勤勉手当を引き上げるため、本案を提出する。 


